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面倒な税額計算を 

しなくていいんだ！ 

窓口電子申告ならこんなにいいこと・・・ 

ＡＴＭ、モバイルバンキング

で納税もできる！ 

① 税額の計算が自動的に行われます。 
税関の窓口の専用端末に、税番（品目コード）や取引価格等の必要事項を入力するこ

とで、税額計算が自動的に行われます。

② 繰り返し輸出入申告をする方に便利です。 
申告した情報を USB メモリ等に保存し再利用すれば、入力が簡単になります。 

※USB メモリ等は各自でご用意下さい。 

東京税関大井出張所 （通関第９部門 03-3790-6839） 

横浜税関大黒埠頭出張所 （通関総括部門 045-506-8315） 

名古屋税関西部出張所 （通関総括第１部門 0567-55-0396） 

名古屋税関中部空港税関支署 （税関相談官 0569-38-7600） 

大阪税関南港出張所 （通関第１0 部門 06-6614-5321） 

神戸税関業務部税関相談官室 （税関相談官 078-333-3100） 

神戸税関ポートアイランド出張所 （通関第８部門 078-303-3633） 

門司税関福岡空港税関支署 （特別通関部門 092-477-0117） 

設置官署（問合先電話番号） 

詳細は各税関

までお問合せ

下さい。 

③ ＡＴＭやモバイルバンキング等からも納税可能です。 
金融機関の窓口における現金による納税の手続きの他、税関職員から手渡される納

付番号通知書をもとに、ＡＴＭ、モバイルバンキングやインターネットバンキングで納税す

ることもできます。 

税関ホームページ www.customs.go.jp/ 

申告書を手書き 

しなくていいんだ！ 

 

財務省・税関


